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第4章 事後調査項目及び調査手法 

4.1 事後調査を行う理由 

本事業の実施に当たっては、事業の計画段階及び実施段階において種々の環境保全措置を講じ

ることにより、周辺環境に対する影響が可能な限り回避又は低減されていると評価しており、ま

た、予測値は基準値等との整合が図られていると評価している。 

ただし、ごみ処理施設の設備計画、最終処分場の規模、工事計画等の種々の計画については、

補正評価書の段階では、未確定であったため、予測・評価結果に不確実性が含まれている。また、

陸上植物、陸上動物及び水生生物に対して環境保全措置を行うとしたが、その効果については不

確実性が含まれる。 

そこで、事業実施による環境影響を可能な限り回避又は低減を確実なものとするため、4.2 に

示す内容のとおり事後調査を行う計画とした。この結果、調査の結果が予測の結果と明らかな不

整合が生じた場合は、必要な環境保全措置の再検討を実施する。 

4.2 事後調査計画 

4.2.1 事業着手前 

事業着手前の事後調査項目及び調査手法は表4-2-1に示すとおりである。調査地点については、

補正評価書において現況調査結果の夏季平常時の浮遊物質量濃度が他の地点に比べて高かった

ことから、準備書に対する知事意見により事業着手までの間、定期的に水質の監視をするよう求

められた地点の No.4 地点とする。調査地点位置は図 4-2-1 に示すとおりとする。 

表 4-2-1 事後調査計画（事業着手前） 

対象項目 調査項目 調査地点 調査時期 調査方法 

平常時の水

質の状況 

浮遊物質量、河

川流量 

対象事業実施区域周

辺河川（1地点：No.4）

夏季平常時 

1 回 

環境基準の規定による方法

等 

4.2.2 工事時 

工事中の事後調査項目及び調査手法は表 4-2-2 に示す内容で実施する。調査地点については、

図 4-2-2 及び図 4-2-3 に示すとおりとする。 
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表 4-2-2 事後調査計画（工事時） 

対象項目 調査項目 調査地点 調査時期 調査方法 

工 事 実 施

の状況 

工事計画、工事

方法、環境保全

対策の実施状況

－ 工事期間中 現地確認 

騒 音 騒音レベル 対象事業実施区域

敷地境界（予測地

点：1 地点） 

12 時間／回×3 回 

（ごみ処理施設建設工

事、最終処分場建設工事

のそれぞれにおいて建設

機械の稼動台数が最大と

想定される時） 

騒音規制法の規定によ

る方法 

振 動 振動レベル 対象事業実施区域

敷地境界（予測地

点：1 地点） 

12 時間／回×3 回 

（騒音と同時） 

振動規制法の規定によ

る方法 

水 質 浮遊物質量、河

川流量 

対象事業実施区域

周辺河川（4 地点）

濁水発生時 3回 環境基準の規定による

方法等 

陸上植物 保全すべき種 対象事業実施区域

及び周辺 

年 1回 現地確認 

陸上動物 猛禽類等の保全

すべき種 

対象事業実施区域

及び周辺 

工事期間中毎年 1 回（繁

殖期） 

「猛禽類保護の進め方

（環境庁）」に準拠する

とともに有識者から助

言を得て進める方法 

水生生物 保全すべき種 対象事業実施区域

周辺河川 

濁水発生後 3回 現地確認 

廃棄物・発

生土 

廃棄物、残土等

発生量 

施工範囲 工事期間中 工事の日常的な記録の

整理 
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図 4-2-1 水質調査地点（事業着手前） 
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図 4-2-2 騒音・振動事後調査地点（工事時） 
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図 4-2-3 水質事後調査地点（工事時） 
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4.2.3 存在・供用時 

存在・供用時の事後調査項目及び調査手法は表 4-2-3 に示す内容で実施する。調査地点につい

ては、図 4-2-4 に示すとおりとする。環境影響評価における事後調査は施設が安定的に稼働した

時点に表 4-2-3 に示す調査時期に実施する。なお、排出ガスの調査以外は、表 2-2-19 に示す施

設管理上のモニタリングとは異なる調査として実施する。 

地下水質の調査については、管轄する行政機関と調査内容及び水質異常確認時の連絡体制等に

ついて事前に協議を行う。 

表 4-2-3 事後調査計画（存在・供用時） 

対象項目 調査項目 調査地点 調査時期 調査方法 

事業の実施

状況 

施設計画、施設の稼

働状況、環境保全対

策の実施状況等 

－ 

施設が安定的

に稼働した時

期 

現地確認 

排出ガス 排ガス中の硫黄酸

化物、窒素酸化物、

ばいじん、塩化水

素、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

煙突（各炉） ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 1

回/年、その他

項目年 4 回 

日本工業規格（JIS）の規定に

よる方法等 

施設管理用のモニタリングデ

ータを活用する。 

大気汚染 二酸化硫黄、二酸化

窒素、浮遊粒子状物

質、ダイオキシン

類、塩化水素 

着地濃度が高いと

想定される２地点

（上寺尾地区、心

経寺地区） 

年 4回 欄外に示す 

地上気象（風向・風

速、気温、湿度） 

対象事業実施区域

(1 地点） 

年 4回 地上気象観測指針に示される

方法 

悪 臭 特定悪臭物質濃度

又は臭気指数（臭気

濃度） 

対象事業実施区域

敷地境界（予測地

点：1 地点） 

煙突排出口もしく

は煙道 

年 1回 悪臭防止法の規定による方法

騒 音 騒音レベル 対象事業実施区域

敷地境界（予測地

点：1 地点） 

年 1回 騒音規制法の規定による方法

及び環境基準の規定による方

法 

振 動 振動レベル 対象事業実施区域

敷地境界（1 地点）

年 1回 振動規制法の規定による方法

空気振動 

（低周波音） 

低周波音レベル 

（G 特性、1/3 オク

ターブバンド音圧

レベル） 

対象事業実施区域

敷地境界（1 地点）

年 1回 「低周波音の測定方法に関す

るマニュアル」（平成 12 年 10

月環境庁大気保全局）による

方法 

水 質 地下水質（環境基準

項目、ダイオキシン

類） 

最終処分場モニタ

リング井戸 

年 1回 地下水の水質汚濁及びダイオ

キシン類（水質）に係る環境

基準の規定による方法 

陸上植物 保全すべき種 対象事業実施区域

周辺 

年 1回 現地確認 

陸上動物 猛禽類等の保全す

べき種 

対象事業実施区域

周辺 

繁殖期 1 回 「猛禽類保護の進め方（環境

庁）」に準拠するとともに有識

者から助言を得て進める方法

水生生物 保全すべき種 対象事業実施区域

周辺河川 

年 1回 現地確認 

廃棄物・発生

土 

廃棄物発生量 施設からの発生量 1 年間 発生量データの整理 

〔大気汚染の調査方法〕 
硫黄酸化物：「大気の汚染に係る環境基準について」に示される方法 
二酸化窒素:「二酸化窒素に係る環境基準について」に示される方法 
浮遊粒子状物質：「大気の汚染に係る環境基準について」に示される方法 
ダイオキシン類：「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)及び土壌の汚染に係る

環境基準について」及び「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」に示される方法 
塩化水素：「大気汚染物質測定法指針」に示される方法 
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図 4-2-4 大気汚染・悪臭・騒音・振動・空気振動(低周波音)事後調査地点（存在・供用時） 
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4.3 環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応方針 

事後調査の結果、事業の実施による環境影響が各項目において定めた「環境保全に係る基準ま

たは目標」を基本に設定した表 4-3-1(1)～(2)に示す判断基準を達成していない場合には、速や

かに原因の究明を行い、本事業による影響が確認された場合には追加的な保全対策を講じる。 

また、動植物に関して追加的な環境保全措置が必要となった場合には、保全対策計画策定にあ

たり専門家に指導を仰ぐこととする。 

 

表4-3-1(1) 環境影響の程度の判断基準（工事時） 

事後調査項目 環境影響の程度の判断基準 

騒 音 ・パワーショベル、バックホウ、コンクリートカッターを使用する作業 敷地境界

騒音レベル 75dB(A)以下 

・くい打機等を使用する作業、上記以外の特定建設作業 敷地境界騒音レベル

85dB(A)以下 

振 動 ・くい打機等を使用する作業、鋼球を使用して破壊する作業、舗装版破砕機を使用

する作業、ブレーカーを使用する作業 敷地境界振動レベル 75dB 以下 

水 質 ・降雨時の SS現況濃度（No.2 地点：46mg/L、No.3 地点：120mg/L）と同等若しくは

現況濃度以下 

陸上植物 ・陸上植物に対する環境保全措置、環境配慮事項が実施され、保全すべき植物種が

移植保存または現況保存され、生育状態が良好であること 

陸上動物 ・陸上動物に対する環境保全措置、環境配慮事項が実施され、保全すべき陸上動物

種の生息環境が保全されていること 

水生生物 ・水生生物に対する環境保全措置、環境配慮事項が実施され、保全すべき水生生物

種の生息環境が保全されていること 

廃棄物・発生土 ・廃棄物・発生土に対する環境保全措置が実施され、廃棄物等が適正に再利用、処

理、処分されていること 

 

表 4-3-1(2)  環境影響の程度の判断基準（供用時） 

事後調査項目 環境影響の程度の判断基準 

大気汚染 ・二酸化硫黄   測定期間平均値 0.04ppm 以下、1時間値 0.1ppm 以下 

・二酸化窒素   測定期間平均値 0.04ppm 以下、1時間値 0.1ppm 以下 

・浮遊粒子状物質 測定期間平均値 0.10mg/m3以下、1 時間値 0.20mg/m3以下 

・塩化水素    1 時間値 0.02ppm 以下 

・ダイオキシン類 測定期間平均値 0.6pg-TEQ/m3以下 

悪 臭 ・臭気指数 13 以下 

騒 音 ・特定施設騒音の大きさ 敷地境界騒音レベル 朝夕 50dB(A)以下、昼間 55dB(A)以下

振 動 ・特定施設振動の大きさ 敷地境界振動レベル 昼間 60dB 以下、夜間 55dB 以下 

空気振動 

（低周波音） 

・低周波音の感覚閾値 92dB(G 特性音圧レベル)以下 

出典：「低周波音問題対応の手引書」（環境省水大気環境局，平成 16年 6月） 

水 質 ・地下水に係る環境基準項目、ダイオキシン類の環境基準（地下水） 

陸上植物 ・陸上植物に対する環境保全措置、環境配慮事項が実施され、保全すべき植物種が移植

保存または現況保存され、生育状態が良好であること 

陸上動物 ・陸上動物に対する環境保全措置、環境配慮事項が実施され、保全すべき陸上動物種の

生息環境が保全されていること 

水生生物 ・水生生物に対する環境保全措置、環境配慮事項が実施され、保全すべき水生生物種の

生息環境が保全されていること 

廃棄物・発生

土 

・廃棄物・発生土に対する環境保全措置が実施され、廃棄物等が適正に再利用、処理、

処分されていること 
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4.4 事後調査報告書の提出・公開等の方法 

事後調査は、工事の影響が最大となる時点及び施設の稼働が安定的になった場合の 2時点で実

施する。調査実施後はそれぞれの段階で、速やかに報告書をとりまとめ、山梨県環境影響評価条

例第 38 条（中間報告書作成及び送付）、第 44 条（完了報告書の作成等）の規定に基づき、知事

に提出するとともに、事業者のホームページ等で公開する。 

 

4.5 事業主体、事業計画の変更等の報告 

事業者の移管・継承、事業計画内容の変更、環境配慮事項及び環境保全措置の追加・変更があ

った場合には知事に報告する。 


